
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ． ４６ 
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ＪＲ東労組  業務部 

第 1回交渉において、会社が調査するとしていた本社及び本社付属機関の

標準数に関する議論から交渉を再開しました。会社から、本社及び本社付属機

関における「標準数」に関する基本的な考え方と、数値が示されました。 

第 2項では、10月の団体交渉以降発生・発覚した２件の３６協定違反を受

けて、会社が絶対に繰り返さない決意をもって取り組むことを確認しました。 


